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令和８年３月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

令和８年３月 26 日（木） 

開会 午前９時 30 分  閉会 午前 10 時 23 分 

                           

２ 場 所 

市役所西館 大会議室 

 

３ 出席及び欠席委員 

出席者 大野教育長 荒牧委員 飯盛委員 白木原委員 吉田委員 永野委員 梶原委員 

欠席者 なし 

 

４ 会議出席職員 

田中教育部長 鹿江学校教育担当部長 於保保育幼稚園課長 空閑生涯学習課長 田久保

文化課長 嘉村教育総務課副課長 山本保育幼稚園課副課長 相川生涯学習課副課長 土

井教育総務課庶務係長 

 

５ 傍聴者   

０名 

 

６ 教育長の報告事項 

 ・春の到来とともに桜が開花し始めた。今月は芦刈観瀾校、中学校、小学校の卒業式が執り行わ

れた。両日とも雨天であったが、委員の皆様にご出席いただき、無事に感動的な式を終えるこ

とができた。学校現場では修了式、教職員の辞任式が終了し、子どもたちと教職員双方が新た

なステージや節目を迎えている。 

 ・３月８日に開催された「ゆめぷらっと小城 10 周年記念 舘野泉ピアノリサイタル」に出席し

た。舘野氏は病により半身不随となりながらも、左手のみで演奏する新たな道を切り開き、90

歳となる現在も情熱を持って活動を続けられている。演奏と舘野氏の表情からは、困難に直面

した際に「失ったもの」を嘆くのではなく、「次にできることは何か」を問い続け、前向きに

挑戦すること、何かできることはないかと考えてやること重要性を教わり、これを子どもたち

にも伝えていくことができたらと思い、牛津小学校の卒業式における告辞でも触れた。 

 ・年度末を迎え、学校現場では別れと新たな出会いの時期を迎えている。教育活動を前進させる

ためには人と人とのつながりが不可欠である。この３月に感じた決意を胸に、教育委員会とし

ても引き続き「城創伝心」を掲げ、人づくりに取り組んでいきたい。 

 ・３月１日 小城街道ひなまつり（２月 27 日～） 

 ・３月２日 市議会臨時会 

 ・３月３日 予算勉強会、市長表敬訪問（佐賀県芸術文化賞受賞者） 

 ・３月３、４日 県立高校一般選抜入試 

 ・３月５日 第１回市議会定例会開会 

 ・３月６日 小城市立中学校、芦刈観瀾校卒業式 

 ・３月６日、13 日 臨時小中学校校長会 

 ・３月８日 舘野泉ピアノリサイタル in 小城 

 ・３月９日 市議会議案質疑 

 ・３月 11 日 課長副課長会議 
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 ・３月 12 日 文教厚生常任委員会 

 ・３月 13 日 晴田幼稚園・三日月幼稚園の卒園式、学校運営支援室協議会連絡会議、小城多久 

地区中体連役員会 

 ・３月 17 日 市議会一般質問（19 日、23 日） 

 ・３月 18 日 小城市立小学校卒業式 

 ・３月 21 日 第 43 回おぎ観桜中学生柔道大会 

 ・３月 24 日 小中学校修了式・辞任式 

 ・３月 25 日 第１回市議会定例会採決・閉会、転入者事前説明会（各小中学校）、公立保育園 

卒園式（小城保育園・砥川保育園） 

 ・３月 26 日 定例教育委員会、総合教育会議、幼児教育・保育ネットワーク会議③ 

 （以下予定） 

 ・３月 27 日 社会教育委員の会議④ 

・３月 31 日 退職辞令交付 

・４月１日 年度初め式、教職員赴任式 

・４月７日 始業式 

・４月９日 中学校・芦刈観瀾校入学式 

・４月 10 日 小学校入学式 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

７ 議 事 

第１ 議決事項 

【会議録】 

  教育委員会の会議録について（公開） 

 【質問・意見】 
  なし 
 【結果】 
  承認 
 

【議案第 20 号】 

  小城市教育委員会事務局組織規則及び小城市立学校における学校運営協議会の設置等に関

する規則の一部を改正する規則 

  ◇学校教育担当部長が説明 

 小城市立学校の教職員に関する業務量管理及び健康確保措置実施計画の策定に伴い、関係す

る規則の一部を改正するため提案する。 

 改正内容は、まず教育委員会事務局組織規則において、学校教育課の所掌事務に業務量管理、

健康確保措置実施計画に関することを新たに追加する。 

   次に、学校運営協議会の設置等に関する規則においても、関係法令に基づき、教職員の業務

量管理及び健康確保措置の実施に関する事項を協議内容として位置づけるための改正を行う。 

   なお、本規則は令和８年４月１日から施行をすることとしている。 

 【質問・意見】 
  なし 
 【結果】 
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  承認 
 

【議案第 21 号】 

  小城市就学援助規則の一部を改正する規則 

◇教育総務課副課長が説明 

   就学援助費等を変更するので、小城市就学援助規則の一部を改正する必要があるため提案す

る。 

   改正内容は、まず第２条第２号について第１条で「学校教育法施行令（昭和28年政令第340

号）」と定義しているため、第２条第２号の記載から法令番号を削除する。 

   次に別表の(2)新入学児童・生徒学用品費の金額について、国の要保護児童・生徒援助費の

改定により、変更する。 

改正後の金額は、令和９年度以降の新入学児童・生徒からの適用となる。 

   また別表の(6)医療費の備考欄の学校保健安全法施行令の法令番号は、番号の記載が本来の

ものと異なっていたため、整合を図るために改める。 

 【質問・意見】。 

◇Ｃ委員 

   金額が小学校でプラス１万円ぐらい、中学校でプラス１万8,000円ぐらいになっているが、

これは何年ぶりなのか。 

◇教育総務課副課長 

   国は毎年見直している。しかし基本的には市町村が定めるものとなっているため、今回、国

がこの金額にされるということで、小城市としてもこの金額に合わせるという形で改正してい

る。 

 【結果】 

  承認 

 

【議案第 22 号】 

  小城市野外研修センター条例施行規則を廃止する規則 

  ◇生涯学習課長が説明 

   小城市野外研修センターを廃止することに伴い、小城市野外研修センター条例施行規則を廃

止する必要があるため提案する。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

【議案第 23 号】 

  小城市社会教育施設の施設使用に伴う減免に関する規程の一部を改正する訓令 

◇生涯学習課長が説明 

   小城市野外研修センターを廃止することに伴い、小城市社会教育施設の施設使用に伴う

減免に関する規定の一部を改正する必要があるため提案する。 

   改正内容は、現行の別表第１（第２条関係）の 18 の項を削り、19 の項から 21 の項ま

でを１項ずつ繰り上げる。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 
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  承認 

 

【議案第 24 号】 

  小城市教育委員会バスの管理及び使用に関する規程を廃止する訓令 

  ◇保育幼稚園課長が説明 

   市内園の園児が園外活動で出かけるときに貸与していた保育幼稚園課所管のバスについて、

運転手の派遣を委託している事業者から運転手の確保ができないことにより辞退願が提出され

た。バスも老朽化をしていることから、令和８年４月１日をもってバスに関する管理及び使用

に関する規程を廃止するため提案する。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

【議案第 25 号】 

  小城市社会教育委員の委嘱について 

◇生涯学習課長が説明 

   社会教育委員の欠員補充のため、後任の委員を委嘱する必要があり、教育委員会へ付議する

ため提案する。 

   後任委員１名を任命したい。任期は、前任者の残任期間とするとなっているため、令和８年

４月１日から令和９年３月31日までの１年間である。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

【議案第 26 号】 

  小城市スポーツ推進委員の委嘱について 

◇生涯学習課長が説明 

   小城市スポーツ推進委員の任期が令和８年３月 31 日をもって満了することに伴い、ス

ポーツ基本法第 32 条第１項及び小城市スポーツ推進委員に関する規則第３条の規定に基

づき提出する。 

   36 名の委員で、任期は、令和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日までの２年間とな

る。 

   委員 36 名のうち、１名が新任で 35 名は再任である。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

 第２ 報告事項 

 【報告第 40 号】 

  第３次小城市教育情報化基本計画の期間変更について 

◇教育総務課副課長が説明 

   第３次小城市総合計画の策定スケジュールの変更に伴い、第３次小城市教育振興基本計画の
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対象期間を延長した。このことから、第３次小城市教育情報化基本計画の対象期間も延長した

ので報告する。 

   第３次小城市教育情報化基本計画の対象期間は、第２次小城市総合計画の後期基本計画と第

３次小城市教育振興基本計画に合わせ令和４年度から令和７年度までとしていた。第３次小城

市総合計画の策定スケジュールが後ろ倒しとなり、令和７年度中に次期小城市教育振興基本計

画の策定ができないため、昨年12月の定例教育委員会において第３次小城市教育振興基本計画

の対象期間を１年間延長させた。このことから、小城市教育振興基本計画を基に策定をしてい

る第３次小城市教育情報化基本計画の対象期間も１年間延長する。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 
 【報告第 41 号】 

  小城市スポーツ推進計画の策定について 

◇生涯学習課長が説明 

   平成 28 年４月に策定した現小城市スポーツ推進計画が今年３月をもって計画期間満了

となる。そこで、令和６年度に市民アンケートを取り、前回策定時のアンケート結果と比

較、検証しながら、今後の展望、取組等について取りまとめを行った。 

   令和７年度に小城市スポーツ推進審議会を設置し、委員の皆様に調査、審議いただき、

計画案について令和７年 12 月 19 日から令和８年１月 20 日までパブリックコメントを実

施した。その結果意見等なかったため、原案のとおり、２月 19 日に答申をいただいたた

め報告する。 

   なお、令和８年度から本計画に沿って事業等を取り組んでいく。 

 【質問・意見】 

◇Ｃ委員 

   ５ページのこれまでの主な取組で、「全国競技大会等出場激励費交付事業により、九州大会

や全国大会等に出場した選手等に激励費を交付し、子どもたちのスポーツ活動を支援していま

す。」という記載がある。私が行っているお稽古で、そこの子どもたちが全国大会とかによく

行くが、その際に保護者がついていかなきゃいけないということで、旅費とかの費用負担が大

変ということをよく耳にする。この激励費というのはどんな基準で交付されているのか。 

◇生涯学習課長 

   スポーツや文化の分野で、県の予選会などで入賞や上位の成績を収められ、全国大会、九州

大会に出場される方々に対して、要綱に基づき交付している。 

◇Ｃ委員 

   詳細までは聞かないが、その子どもたちが同じメンバーで全国大会とか九州大会に行くので、

その費用が大変だということを聞いて、もう少し援助があればいいなという声を度々聞いたの

で発言させていただいた。 

   こういう激励費が、全国大会とかに行ける子どもたちに満遍なくいくような体制になること

を望んでいる。 

◇教育長 

   生涯学習課の中ではいろんな現状を見ながら要綱に応じて執行しているという状況なので、

改めてご意見として伺って参考にさせていただく。 

 【結果】 

  承認 
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 【報告第 42 号】 

  第四次小城市子どもの読書活動推進計画の策定について 

◇文化課長が説明 

   令和７年度に小城市民図書館協議会において審議を行い、第四次小城市子どもの読書活動推

進計画を策定したため報告する。 

   この計画は、平成22年度第一次、27年度第二次、令和３年度から令和７年度まで第三次の小

城市子どもの読書活動推進計画を策定していた。令和７年度で第三次の期間が終了するため、

令和８年度から第四次の計画を策定した。 

   第四次の計画では、基本目標を幼児から高校生の年代まで切れ目のない読書環境づくりと広

い教養の育成とし、幼児から高校生までの読書環境を整えることを目的としている。期間につ

いては、令和８年度から12年度までの５年間となっている。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

 【報告第 43 号】 

  小城市民図書館・小城市立中林梧竹記念館・小城市立歴史資料館の特別開館及び特別休館 

について 
◇文化課長が説明 
 市民の利用に供し利用促進につなげるため及び勤務体制の見直しのため、特別開館及び休館

をするために報告する。 
 規則上では、こどもの日と文化の日の翌日、その他の祝日が休館となっているが、利用者の

多い土曜日、日曜日については、利用促進のため、特別に開館する。また、職員の勤務体制の

見直しによる勤務体制を設定している。 
 利用促進につなげる開館日は、５月３日日曜日の祝日、振替休日となっている５月８日、ま

た、通常の月曜日休館となっている６月８日、振替休日の９月 25 日、祝日と日曜日が重なっ

ている３月 21 日を開館とする。特に６月８日は市内小中学校の小城市教育の日の振替休日と

なっており子どもたちが月曜日休みとなっているため、その日に図書館等を利用していただき

たいということで開館とする。 

 また、勤務体制の見直しによる休館として、６月８日の翌日６月９日を振替の休日として休

館とする。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  承認 

 

８ その他 

（１）教育委員会の共催及び名義後援事業について 

◇教育総務課庶務係長が説明 

  ①能古島青少年育成協会より「2026年夏「能古島自然教室」」後援申請 

  ②小城市まちの駅まちづくりネットワーク「おぎ駅桜の鉄道祭り」後援申請 

  ③小城市三・九カップ実行委員会「第23回小城市三・九カップサッカー大会（ジュニア大

会）」後援申請 
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  ④佐賀子ども劇場「佐賀子ども劇場の鑑賞活動及び自主活動」後援申請 

  ⑤牛津赤れんが会「第11回佐賀にわか座長大会」後援申請 

  ⑥一般社団法人佐賀県書道教育連盟「第54回「大空」七夕書道展覧会」後援申請 

 以上、後援６件承認で報告する。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  了承 

 

（２）令和８年度 定例教育委員会開催日程（案）について 
 ◇教育総務課副課長が説明 
  開催日程は毎月第４木曜日ということで設定をしているが、正式には定例教育委員会の中で翌

月の日程を確認することになっている。 
 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  了承 

 
（３）教育委員会部局 辞令交付式等スケジュールについて 
◇教育総務課副課長が説明 

  教育委員会部局辞令交付式等スケジュールについて、教育委員の皆様に出席いただくのは、４

月１日水曜日10時からの教育委員会年度始め式と16時からの教職員赴任式となっている。ご出席

をお願いしたい。 

 【質問・意見】 

  なし 

 【結果】 

  了承 

 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

 ◇定例会 

  【日 時】 ４月 23 日（木） 午前９時 30 分から 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 大会議室 

 

10 議 事【非公開】 

第１ 議決事項 

【会議録】 

  教育委員会の会議録について（非公開）                  【承認】 

【議案第 27 号】 

  教育委員会事務局職員の人事異動について                 【承認】 

第２ 報告事項 

 【報告第 44 号】 

  就学援助の認定について                         【了承】 

 


